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青少年行政のあゆみ

取
組
の
変
遷

◼ 戦後の荒れた世相を背景
とした、浮浪児対策（保
護）、児童保護

◼ 「児童愛護班結成活動要
綱」（文部省通達）によ
り児童愛護班結成。

◼ 昭和24年神奈川県青少年
ン問題協議会設置

◼ 昭和30年1月「神奈川県
青少年保護育成条例」制
定

◼ 昭和36年「地区少年指導
員」に改称

◼ 昭和40年代以降、急激
な経済成長や都市化に伴
い、青少年非行の増加・
低年齢化が問題に。

◼ モーテルの乱立、シン
ナー・ボンド乱用、暴走
族

◼ 不良文化財や有害環境の
氾濫

◼ 昭和43年制度改正し
「青少年指導員」に。
（市町村で委嘱された青
少年指導員を県が併せて
委嘱することに）

◼ 第1回青少年指導員大会
開催

◼ 昭和50年代以降、氾濫
する性産業等による搾取
から青少年を守るため条
例改正等により順次対応
を重ねる。

◼ 粗暴性、残虐性を有する
家庭用ゲームソフト等へ
の対応

◼ インターネット上の有害
情報への対応（フィルタ
リング徹底のための法律
の補完）

◼ JKビジネスへの対応

◼ スマホ・SNS普及に伴う
自画撮り被害等への対応

◼ 令和５年4月「こども基
本法」施行

◼ 困難を有する子ども・
若者やその家族への支
援（ニート、ひきこも
り、不登校、虐待、貧
困、ヤングケアラーな
ど）

◼ 全てのこども・若者が
身体的・精神的・社会
的に幸せな状態で生活
できる（ウェルビーイ
ング）社会を実現

戦後～ 少年非行 性被害・インターネット こどもまんなか社会へ



神奈川県の青少年健全育成の取組み
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青少年保護育成条例

• 有害図書類・有害がん具類
• 深夜外出、深夜営業の立入制限
• 性被害防止（淫らな性行為・わいせ
つな行為の禁止、ブルセラ・出会い喫
茶対策、自画撮り要求禁止など）

• インターネット有害情報対策（フィルタ
リング徹底） など

喫煙飲酒防止条例

• 法で禁止される20歳未満の飲酒・
喫煙防止を徹底する

• （販売者に青少年と思料される購
入者への証明書による年齢確認を
義務化）…法律の補完

普及啓発

• 児童福祉審議会社会環境部会
• かながわ社会環境健全化推進
会議

• 街頭キャンペーン
• 普及啓発
• 神奈川県青少年健全育成推進
業界協議会

地域活動

• 神奈川県青少年指導員
• 地域青少年指導員連絡協議会

青少年関係団体の支援

• 神奈川県子ども会連絡協議会を
通してジュニアリーダー・シニアリー
ダーの育成を支援

• ボーイスカウト等（知事：日本
ボーイスカウト神奈川連盟長）



３

神奈川県の青少年の人口

出典：かながわの青少年2024
神奈川県青少年白書〈令和６年度版〉

0歳～29歳の人口：約246万人

（うち18歳未満127万9,575人（R５時点））



４

神奈川県の非行少年等の検挙・補導状況

出典：少年非行の概要（令和6年中）より青少年課作成
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神奈川県の不良行為少年の状況

令和６年中における不良行為少年の状況（神奈川県）

出典：少年非行の概要（令和6年中）より青少年課作成
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全国の刑法犯の少年人口比

出典：令和6年版 犯罪白書（法務省）
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全国の被害児童数の推移（福祉犯関係）

出典：令和６年における少年非行及び子供の性被害の状況（警察庁ホームページ）より作成

みだらな性行為等
（青少年保護育成条例）

淫行させる行為
（児童福祉法）

児童買春
（児童買春・児童ポルノ

禁止法）
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神奈川県の福祉犯による被害少年の法令別状況

出典：少年非行の概要（令和6年中）より青少年課作成

令和６年中における福祉犯による被害少年（計475人）の法令別状況
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SNSから犯罪被害にあった18歳未満の子ども（神奈川県）

令和 令和 令和 令和 令和 令和

元年 2年 3年 4年 5年 6年

出会い系サイト 5 3 10 7 2 0

SNS 203 167 193 176 134 106

計 208 170 203 183 136 106

出会い系サイト及びSNSに起因する事犯の被害児童の推移

出典：青少年課作成 参考 神奈川県警HP インターネットを正しく使うためには
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SNSから犯罪被害にあった18歳未満の子ども（全国）

出典：政府広報オンライン（こどものスマホ利用を安全に！ネット犯罪から守るには？）
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青少年のインターネットの利用状況

出典：子ども家庭庁ホームページ 青少年のインターネット利用環境実態調査
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子どものゲーム課金トラブル

出典：産経新聞ホームページ 2024年5月5日
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青少年の健全育成に関する取組

１ 青少年保護育成条例・青少年喫煙飲酒防止条例に係る取組

２ 普及啓発

３ 地域活動

４ 青少年関係団体の支援
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１ 青少年保護育成条例・青少年喫煙飲酒防止条例に係る取組
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１ 青少年保護育成条例・青少年喫煙飲酒防止条例に係る取組

立入調査とは

• 立入調査は、条例の規定が適正に運用されているか確認し、青少年の被害を防止するた
めに必要な行政指導等の措置を講じるために行うもの

• 犯罪捜査を目的としたものではないため、調査にあたっては、相手側の任意の協力を得
られるように必ず承諾を得て実施

• 県青少年課、県政総合センターが実施（一部対象店舗については事務処理特例により市に権限移譲）

• 有害役務提供営業施設については県警とも連携

立入調査実績 指導実績

青少年保護育成条例
（書店、ゲームソフト、個室営業
施設、有害役務提供営業施設等）

240 55

青少年喫煙飲酒防止条例
（対面、自販機）

74 ０

合計 314 55

令和6年度調査
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１ 青少年保護育成条例・青少年喫煙飲酒防止条例に係る取組

立入調査（書店）：県内の書店等に職員が出向き、陳列状況の確認や店員にヒアリング
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立入調査（コンビニ、ネットカフェ、カラオケ等）

県警からの福祉犯発生状況の情報提供に基づき

随時の立入調査を実施

（地域によっては県政地域総合センターと協力）

※当スライドは部会限り

１ 青少年保護育成条例・青少年喫煙飲酒防止条例に係る取組

立入調査（ゲームソフト販売）

立入調査（有害役務提供営業施設）：県警と連携して調査
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有害興業の指定

R６年度：45件 R７年度：27件（11月4日時点）

１ 青少年保護育成条例・青少年喫煙飲酒防止条例に係る取組

自動販売機の調査

（成人識別装置の確認）
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１ 青少年保護育成条例・青少年喫煙飲酒防止条例に係る取組
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喫煙飲酒防止、深夜外出禁止のチラシ

１ 青少年保護育成条例・青少年喫煙飲酒防止条例に係る取組
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スイングPOP、ポケットティッシュ

１ 青少年保護育成条例・青少年喫煙飲酒防止条例に係る取組
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１ 青少年保護育成条例・青少年喫煙飲酒防止条例に係る取組

出前講座

県民、学校等からの申込により、条例の解説や

青少年のインターネット利用に関する講義を実施

直近ではスマホ、SNSのトラブルのテーマ希望が

多い。

概要

対象 青少年の健全育成に携わる団体の会合や研修等
学校の授業や保護者会等

日時 平日9時から17時まで

説明
時間

30分～1時間程度

場所 県内ならどこでも可能

費用 無料

実績 R6：６件 、R７：６件（10月1日現在）
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小学１年生の保護者向け、中学１年生の保護者向けチラシ

１ 青少年保護育成条例・青少年喫煙飲酒防止条例に係る取組
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保護者向けスマホ利用リーフレット

１ 青少年保護育成条例・青少年喫煙飲酒防止条例に係る取組
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インターネットの有害情報防止対策、SNSトラブル防止

１ 青少年保護育成条例・青少年喫煙飲酒防止条例に係る取組
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２ 普及啓発



項目 概要

目 的 青少年の健全な育成に望ましい社会環境をつくるため、民間と県・市町村の連携と共同による県民運動を展開し、
社会環境健全化に寄与すること

構 成 員
（34団体）

【青少年指導者等（6団体）】
神奈川県青少年指導員連絡協議会
神奈川県少年補導員連絡協議会
神奈川県民生委員児童委員協議会
神奈川県保護司会連合会
社会を明るくする運動神奈川県推進委員会
神奈川県薬物乱用防止指導員協議会

【PTA関係団体（6団体）】
神奈川県立高等学校PTA連合会
神奈川県PTA協議会
横浜市PTA連絡協議会
川崎市PTA連絡協議会
神奈川県私学保護者会連合会
神奈川県私立幼稚園父母の会連合会

主な取り組み かながわ青少年みらいフォーラム
社会環境健全化推進街頭キャンペーン
（その他青少年関係団体等との連絡・調整）

かながわ社会環境健全化推進会議
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２ 普及啓発

【教育機関等（9団体）】
県立学校長会議
神奈川県市立高等学校長会
神奈川県公立中学校長会
(一財)神奈川県私立中学高等学校協会
神奈川県公立小学校長会
神奈川県私立小学校協会
神奈川県公立幼稚園・こども園協会
(公社)神奈川県私立幼稚園連合会
(一社)神奈川県保育会

【関係業界等（5団体）】
神奈川県青少年健全育成推進業界協議会
(一社)神奈川県商工会議所連合会
(公社)神奈川県薬剤師会
株式会社神奈川新聞社
株式会社テレビ神奈川

【行政機関（８団体）】
横浜市こども青少年局
川崎市こども未来局
相模原市こども・若者未来局
神奈川県くらし安全防災局
神奈川県教育委員会教育局
神奈川県警察本部生活安全部
神奈川県福祉子どもみらい局
神奈川県健康医療局



令和７年度

日 時 令和７年７月２７日（日）13時～16時20分

場 所 横浜開港記念会館（講堂、会議室１～５号室）

主 催 県、横浜市

共 催 かながわ青少年社会環境健全化推進会議

目 的 ・青少年支援の場へ子ども目線を取り入れるため。
・青少年関係者（かながわ青少年社会環境健全化推進会
議）の連携を強化するため。

テーマ スマホ（SNS、ゲーム、インターネット）との上手な付
き合い方

参加者 地域の子ども及び大人（92名）

大学生ファシリテーター

プログラム 基調講演（文教大学情報学部教授 池辺先生）

グループワーク
ポスターセッション
講評・まとめ

かながわ青少年みらいフォーラムの概要
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２ 普及啓発



基調講演、講評

• 外部講師（有識者）による法令、統計データ、他国の状況など解説、参加者は専門的な知識を知ることができた。

• 最後に各グループの講評や参加者との質疑応答を行うことで、第三者の視点による総括ができた。

グループワーク

• 中高生、地域の大人、大学生（ファシリテーター）と世代を超えた意見交換ができたと参加者に好評

• 一方で議論や発表資料作成の時間がもっと欲しいとの意見もあった。

• 当日使用した教材資料やワークシートを各学校や団体で活用することも可能。

ポスターセッション

• 模造紙にマジックや付箋で自由に記載して発表資料作成、グループごとに個性的な発表が可能

• 中高生が大人と質疑応答することで、双方が考えをより深めることができた

• 複数グループが同時並行で発表できるメリットはあるが、グループ数が多く、全部見れなかったとの声も
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２ 普及啓発



かながわ青少年みらいフォーラムで、こどもたちが自身で考えたルール
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２ 普及啓発
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２ 普及啓発

神奈川県遊技場協同組合及び神奈川福祉事業協会から、青少年健全育成のための啓発用クリアファイル40,000部の寄附
街頭キャンペーンや県内市町村を通じて県民に配布

民間団体の協力



令和７年度

川崎会場
日時：令和7年7月23日（水曜日）
場所：川崎駅 駅前広場
内容：クリアファイル、チラシ、ボールペンの配布 約1,500部

横浜会場
日時：令和7年7月29日・31（火曜日・木曜日）
場所：関内駅 駅前広場
内容：クリアファイル、チラシの配布 各日4,000部
※7月は「青少年の被害・非行防止全国強調月間」

社会環境健全化推進街頭キャンペーンの概要
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２ 普及啓発
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神奈川県青少年健全育成推進業界協議会

関係業界における自主規制等の推進、普及啓発の連携
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神奈川県青少年健全育成推進業界協議会

関係業界における自主規制等の推進、普及啓発の連携



35

２ 普及啓発

ソフトバンク株式会社が発行する「全国統一スマホデビュー検定」の事業を後援、チラシの配布等で協力

民間団体の協力
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３ 地域活動
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３ 地域活動

• 神奈川県の青少年指導員は、市町村長または市町村教育長等か
ら推薦のあった方を、2年の任期で知事が委嘱（各市町村でも
委嘱）

• 知事が委嘱する唯一の青少年育成関係者

• 主な活動
➢ レクリエーションやスポーツ活動
➢ 青少年に望ましい地域づくりのためのパトロール
➢ 社会環境実態調査
➢ 青少年指導者の育成 など

• 平成22年10月の条例改正により、神奈川県青少年保護育成条例
に位置づけられた。

• 青少年指導員の委嘱状況（令和7年4月1日時点）
第29期（令和6・7年度）委嘱数4,906名

青少年指導員の委嘱
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３ 地域活動

青少年指導員の活動

出典：川崎市、三浦市のHP
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概要 備考

調査目的 • 青少年の健全育成に影響の大きい各種営
業や媒体の販売状況等の実態を把握

• 地域の環境浄化の取組
• 条例改正に向けた基礎データの取得
• 条例改正後の遵守状況の把握 等

• 23時～4時までの青少年の利用制限
• 青少年にとって有害な施設であれば
条例に基づき有害役務提供施設指定

• 児童買春や性犯罪など福祉犯の温床
となるのを防ぐ

開始年度 昭和51年度

調査対象店舗 • カラオケ
• インターネットカフェ、まんが喫茶
• 書店、古書店
• コンビニエンスストア
• 複合店、映像、ゲームソフト取扱店（Ｚ
区分ゲームソフト）

• ドラッグストア

• 深夜営業している施設
• 個室等営業施設（内鍵が閉まる個
室）

• 有害役務提供施設（JKリフレなど）、
風営法対象施設は除いている

調査者 青少年育成関係者（青少年指導員、青少年相
談員等）や市町村職員が対象店舗を訪問し、
聞き取りや視認

調査時期 ７月から９月までの３か月間 こども家庭庁の主唱する「青少年の非
行・被害防止全国強調月間（７月）」
を含む

社会環境実態調査の概要
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社会環境実態調査の概要

調査対象店舗 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

カラオケボックス 31 25 － 46 81

インターネットカフェ・まんが
喫茶

－ 24 76 77 －

書店 227 8 － 61
60

古書店 － 1 － －

複合店、映像・ゲームソフト取
扱店

－ 20 － 59 52

コンビニエンスストア － 7 － 187 －

ドラッグストア － － 212 69 －

計 258 85 288 499 193
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３ 地域活動

青少年指導員の広報
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３ 地域活動

青少年指導員の広報（シティリビング：川崎、横浜のオフィスで働く女性に向けた広報誌）
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４ 青少年関係団体の支援
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４ 青少年関係団体の支援

神奈川県子ども会連絡協議会
子どもの地域活動の活性化を図るため、神奈川県子ども会連絡協議会が実施する青少年指導者の育成
事業に対し、事業費の一部を補助（令和７年度交付決定額 125万円）
・子どもたちの活動をサポートするジュニア・ユースリーダーの研修、県子ども会大会の参加等
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４ 青少年関係団体の支援

一般社団法人日本ボーイスカウト神奈川連盟
神奈川県知事が連盟長を務める
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４ 青少年関係団体の支援

公益財団法人 神奈川県少年少女育成指導協会
青少年作品展・青少年主張コンクールで後援、神奈川県知事賞
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青少年の健全育成（今後の取組の方向性（案））

①少年非行（昭和30年～）

〈現状〉

少年非行は減少しつつも一定数の不

良行為は存在

〈今後の方向性〉

深夜外出の禁止、喫煙飲酒の防止の

普及啓発及び有害な環境等に対して

の立入調査を継続

②性被害・インターネット（平成後期～令和）

〈現状〉

子どもがSNSから犯罪被害やトラブ

ルにあっている

〈今後の方向性〉

民間団体とも協力し、子ども、学校、

保護者に対して、犯罪被害やトラブ

ル回避に関する普及啓発

③当事者（こども）目線（令和～）

〈現状〉

今後、子どもたちの視点を尊重し、自

尊心を育む環境を整える必要がある

〈今後の方向性〉

子ども参加型プログラムの推進するこ

とで自尊心向上や自分の考えを表明す

る機会の提供



（仮称）かながわ青少年みらいゼミ
≪概要≫
○県内各地域を年度ごとに順番に回り、青少年が自分自身のことを考え、表明し、実行できることをテーマに（例 スマ
ホ・ＳＮＳの使い方など）グループワークを中心としたイベントを実施
ポイント
●多世代間が交流できるグループワーク：子どもを中心に地域の大人も一緒に考え、意見交換を実施する。
●子どもが地域の大人に対して自分の意見を発表する機会を提供。（実施時期は夏休み期間の８月上旬を想定）

内 容 実施場所

概
要

①事前ワーク
・テーマに沿った教材資料、ワークシートを参加者に事前送付

②こども４人、大人２人、大学生ファシリテーター１人のグルー
プ（計５グループ）
→グループワーク中心のイベントで、より深い議論を実施
※中高生や大学生の試験時期などを考慮し、８月上旬を想定

③グループワーク、ポスターセッションによる発表
・好評であったＲ７みらいフォーラムの手法を踏襲して、大人、
子どもの多世代間で意見交換を行う
・生徒の発表に対し、大人と大学生はコメント・質問を行い、双
方向のやりとりを行うことで、テーマへの深い理解に繋げる

④講師または有識者による座学・講評

アクセスのよい
大学等の教室

または
貸し会議室など

時間 場所：大学の教室や貸し会議室

10分 挨拶とテーマ説明（職員対応）

15分 テーマに関する座学

100分
グループワーク

（５グループ程度を想定）

30分 発表資料作成（模造紙１枚）

30分 生徒によるポスターセッション

20分 講師による講評

＜当日プログラムイメージ＞
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子ども参加型プログラムのアイディア



開催地域について

川崎市

横浜市

横須賀市

三
浦
市

葉山町

逗子市

鎌倉市茅ケ崎市

藤
沢
市

寒
川
町

海
老
名
市

大
和
市

綾
瀬
市

座間市

平塚市

大磯町

小田原市

伊勢原市秦野市

厚木市

相模原市

清川村

松
田
町

大井町

山北町

南足柄市

湯河原町
真鶴町

箱根町

開成町 中井町

愛川町

県央地域圏

県西地域圏

湘南地域圏

三浦半島地域圏

二宮町

みらいフォーラム
Ｒ５ 海老名市
Ｒ７ 横浜市

かながわ青少年みらいゼミ（仮称）
Ｒ８ 横須賀三浦地域（予定）
Ｒ９ 県西地域
Ｒ10 相模原市
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川崎市

横浜市

相模原市



実施テーマについて

1.スマホ、ＳＮＳ依存・ゲーム課金
子ども全員に関係するテーマで、みらいフォーラムでもっとも関心が高かったテーマ

2.ネット・ＳＮＳを介した性被害
被害に遭うだけでなく、同世代間におけるリベンジポルノなど加害者になることも

3.ネット・ＳＮＳ上のいじめ・誹謗中傷
子どもにとって身近なテーマであり、被害者、加害者どちらにもなりうる

4.ネット上のフェイクニュース・生成AIとの関わり方
今回のみらいフォーラムアンケートで参加者からの希望あり

※上記テーマから複数を選ぶことを想定。
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ご清聴ありがとうございました
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